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　今年度の育成会研究開発事業の中間報告が11月16日、「ウェルとばた」で行われ、3グループの代表がそ

れぞれの取り組みを報告した。育成会では20年度から独自の研究開発事業をスタートさせている。職員が

チームを組んで一年がかりで研究開発を行い、利用者サービスや経営の向上を目指すもので、今年度は6件

の応募の中から3件が採択された。
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　今年度の研究開発事業は、グループホーム・ケアホー

ム（GH・CH）支援センター中部グループの『サービスの

質の向上を目指して－世話人の人材育成について－』、

八幡西障害者地域活動センターグループの『「ノーリフ

ト」抱えない介護の導入とその効果』、西部エリアグ

ループの『社会福祉事業においてバランス・スコアカー

ドの指標を可視化できるか～障害福祉の業務をどう測

るか～』の3件が採択されている。この日は、GH・CH支

援センター中部グループから藤田和利職員、八幡西障

害者地域活動センターグループから船越真樹職員、西

部エリアグループから大坪巧弥職員がこれまでの取り

組み状況などを報告した。

　この中で藤田職員は、地域生活支援システムの一環

を担う世話人の今後のあり方や処遇などについて報告

した。GH・CH支援センター中部ではこれまでに職員で

の学習会を行い、課題を整理するとともに世話人との

意見交換などを行っている。その中で生活支援員や世

話人などが担う役割が不明確であることや、人材の確

保が困難なこと、教育・研修の場が不足しているなどの

課題があがっていることを報告。今後は、先駆的な取り

組みをしている事業所を見学したり、専門機関などに

意見を求めたりして、世話人の役割や処遇、研修のあり

方などを具体的にしていくとしている。

　船越職員はデイサービスにおけるリフト機器の導入

とその効果等について成果を発表した。八幡西障害者

地域活動センターグループでは、まずスタッフの男女

比や利用者の障害程度区分、日々の「抱える介護」、最

近のヒヤリハットなどの状況分析を行っている。ス

タッフの介護負担の状況を把握するためのアンケート

の実施も行っている。その結果、身体に痛みを感じてい

るスタッフも多く、負担を感じている場面での試行的

な機器の導入を行い、その効果と課題について報告し

た。また、これまでの検証結果からリフトと昇降ベット

の本格導入を行ったことも報告された。今後は、介護研

修や機器導入の効果を測定するためのアンケートの実

施、取り組み成果の発表などを行うとしている。報告を

受けた障害福祉研究センターの運営委員からは、同活

動センター独自の取り組みやこれまでに研究されてい

ないものの提言を入れることなどもアドバイスされた。

　

　また、大坪職員は障害福祉サービスに対する客観的

な評価のための指標づくりを大学の研究者と共同で

行っている模様などを紹介した。毎月1回、北九州市立

大学大学院の教授をアドバイザーとして検討会を開催

し、指標づくりのためにバランススコアカードの構成

を知ることから始め、事業ごとのあるべき姿（ビジョ

ン）の抽出、現状分析、阻害要因の抽出などを行ってい

ることが報告された。その中で、バランススコアカード

の4つの視点（学習と成長、顧客、業務プロセス、財務）

で業務のあるべき姿を検証したことで視点が偏らず全

体的に考えられたことなどが発表された。これからは

指標化に向けての研究を進めていくとしている。

　今後、各グループとも年度末まで研究開発を進めて

報告書をまとめ、22年度に入って実施される育成会の

「研究セミナー」で発表することにしている。
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日本の障害者就労支援の現状と課題

< 韓国･三育大学での比舖進研究員の特別講義から >

～福祉・医療・教育との連携事例を通して～

　まず日本のこれまでの障害者就労支援の歴史と現状、

次に障害者自立支援法により具体的に何が変化してきた

のか、最後に北九州障害者しごとサポートセンターの取

り組みを紹介いたします。

　日本での障害者雇用に関する制度として、1960年に

身体障害者福祉法が制定されました。対象は身体障害者

のみで、雇用義務ではなく、努力目標としたものでし

た。その後、1975年に雇用義務化が図られるとともに、

納付金や・調整金の仕組みが出来ました。1988年の改正

で、法律名を「身体障害者雇用促進法」から「障害者の

雇用の促進に関する法律」と全ての障害者を対象とする

方向性を出すとともに、知的障害者を雇用率のカウント

に加え、職業リハビリテーションという概念を位置づけ

たものとなりました。その後も法改正の中で精神障害者

や就業・生活支援センター等の位置づけが成されてきま

した。

　日本の障害者雇用施策の体系は、大きく3項目から成

り立っています。まず、事業主に対する指導・援助、2

番目にきめ細かな職業リハビリテーションの実施、3番

目に障害者雇用に関する啓発です。また、近年障害者雇

用が大きく推進されてきた要因として次の5点が上げら

れています。まず、ハローワークの雇用率達成指導の強

化、2番目に障害者就業・生活支援センターの全国的整

備、3番目に各種助成金制度の充実や多様な委託訓練等

の雇用支援策の増加です。4番目には、企業の「法令遵

守」意識の向上、「社会貢献」等社会的評価の意識の向

上、5番目には障害者自立支援法の制定により、就労へ

のプロセスが明確化されてきた等が上げられます。

　特に障害者就業・生活支援センターは、人口30万人

の障害者福祉圏域毎に400ヶ所設置を目標に掲げ、就労

と生活を一体的に支援する身近な機関として推進されて

います。また制度的には、ハローワークを中心とした

チーム支援、企業においてトレーニングをして就労に結

び付けるジョブコーチ制度が大きな期待とともに着実な

実績を上げてきています。これらの施策を支える施策と

して、福祉・教育と雇用の連携による就労支援の強化が

謳われ、職業リハビリテーションに基づいた福祉事業や

特別支援学校に於ける能力開発や就労に向けた機関連携

が着実に進んでいます。ただ課題も多く、中小企業に於

ける雇用の減退、精神障害者の義務雇用のあり方、発達

障害者や難病者等障害者手帳不所持者への対応策、福祉

事業所や特別支援学校の就労支援者の養成等が喫緊の検

討に上げられているところです。

　2006年に障害者自立支援法が施行されました。様々

な課題のある法律ですが、法律の理念には障害者の地域

生活を進めるとともに就労支援の

強化が言われ、特に就労移行事業

を創設し、有期限・有目的の仕組

みを作ったことは特筆されていま

す。障害福祉サービスの中に初め

て、障害者の職業能力を開発し、

可能な限り企業就労へチャレンジ

できる制度が位置づけられまし

た。これまで、福祉分野や教育分野では職業リハビリ

テーションや能力開発という仕組みはほとんど無く、

訓練・支援という言葉で限定的に実施されていました

が、今後、職業リハビリテーションを軸に福祉分野に

おいても就労に向けた取り組みが活性化してくると期

待されています。ただ、課題は就労支援を実施する人

材が不足していることです。そのための研修もやっと

全国的に始まったところです。また福祉的就労と位置

づけられた就労継続事業のあり方、労働施策との調整

が図られていくものと期待されています。

　私が業務している北九州市での実践の話をいたしま

す。北九州市では10年前から、障害者就業・生活支援

センターは設置されていましたが、2年前から、北九州

市が独自に就労支援センターを立ち上げ、一体的に「北

九州障害者しごとサポートセンター」として15名のス

タッフで北九州市を中心に周辺3市７町、130万人の人

口圏を活動圏域としています。

　継続した支援を実施する登録者は現在531名で、毎年

200名近くの人たちが増加しています。2008年の企業就

労者は107名で、知的障害者67名、精神障害者19名、

身体障害者16名、その他発達障害者等14名でした。業

種としては事務補助、食品加工業、清掃業、リサイク

ル業、老人介護業に多く就職しています。センターは

ハローワークと違い、職業紹介や職業斡旋は出来ませ

んが、障害当事者の状況をしっかりと受けとめ、開拓

した企業とのマッチング機能の充実を合い言葉に、北

九州地域の障害者就労支援の中核機関として活動を進

めています。

　特に福祉・教育・労働の施策連携の要として今後も

福祉事業所や特別支援学校との連携を強め、一人でも

多くの障害者の就労への願いが叶うような実践に繋げ

ていきたいと思っています。その中で、地域の相談支

援機関と初期相談における就労へのニーズを如何に受

けとめ、マネージメントを行い、就労への道筋を示し

ていけるかの基盤協議の必要性も感じています。その

ために障害者自立支援法で設置されてきた地域の自立

支援協議会の活用をしています。

（2009.10.5韓国・三育大学で）



<韓国･三育大学での分科会/北九州障害者居住ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ佐藤みずほ所長の講演から>

精神障害のある方々の地域生活支援

昨年、韓国人権委員会の方がお見えになったときの話

では、ある意味のモデルを日本に求めている印象でもあ

りましたので、日本でも、本人が自分で入院することを

決める「任意入院」が法的に認められ、人権尊重がうた

われ始めたのは1987年の法改正からのスタートである

こと。そして一般医療に比較して公的病床が少ない、職

員配置が圧倒的に少ない、多数の任意入院患者が閉鎖病

棟で治療を受けている、救急医療が未整備である、社会

基盤整備が遅れている、平均在院日数が長く、いわゆる

社会的入院者に対する施策が必要であること・・など精

神科医療の問題点を受けての「2004年の精神保健福祉

施策の改革ビジョン」の枠組みとグランドデザイン。障

害者自立支援法、そしてその中での居住サポート事業の

創設、医療モデルから「生活モデル」への転換、当事者

を支える各種対策、障害者ケアマネジメント、地域自立

支援協議会、そしてこの9月に出された改革ビジョンの

後期5ヵ年の重点施策群、・・へという近年の推移の説明

から行いました。

しかし、今、2004年当時72，000人と言われていた、

社会的入院者数は76，000人に増えた、とさえいわれる

悲しい実態もあります。

厚生労働省は、9月の「今後の精神保健医療福祉改革

に関する基本的な考え方」の中で、「現在の長期入院患

者の問題は、入院医療中心であったわが国の精神障害者

福祉施策の結果であり、行政、精神保健医療福祉の専門

職等の関係者はその反省にたつべきである」と明示して

います。

さらに、精神保健医療福祉に関しては、精神保健及び

精神障害者福祉に関する各法律に則り、「地域を拠点と

する共生社会の実現」に向けて、「入院医療中心から地

域生活中心へ」という基本理念に基づく施策の立案・実

施をさらに加速すべきである、地域移行の取り組みを更

に協力に推し進めるとともに、今後新たな長期入院を生

み出さないという基本的な姿勢にたつべきである、と続

けます。

具体的な支援の中では、例えば各年代で抱える生活課

題は異なり、また、衣食住に加えて、仕事、医療、教育、

性、家族、金、仲間や友人、公的サービスやインフォー

マル支援、・・など生活上のキーワードは多々あること

で、ともすると一人に関わる支援者は多くなり、ともす

ると支援者間の認識や方向性がずれてしまうこともあり

ます。片方で、自身でその時々の課題を整理したり、関

係者と調整したり、プランをたてたり・・そんなやりと

りを上手にこなせる当事者は多くはありません。

そこで、障害者の地域生活を支援するために、ご本人

の意向を踏まえて、保健・医療・福

祉のほか、教育・就労機関などの

幅広いニーズと、様々な地域の社

会資源の間にたって、複数のサー

ビスを適切に結びつけ、調整を図

るとともに、総合的かつ継続的な

サービスの供給を確保し、さらに

は社会資源の改善及び開発をも推

進する援助方法として「障害者ケアマネジメント」と

いう手法が注目されてきました。障害者自立支援法の

中でも、一部制度化されてはいますが、まだスタンダー

ドにはなっていません。介護保険分野における「介護

支援専門員」(ケアマネージャー)の位置づけが不明確な

ことも大きな課題のひとつです。

これからの取り組みとして、地域生活支援の強化の

中では、まず、相談支援・ケアマネジメント機能の充

実がうたわれ、サービス等の充実、住まいの場の確保、

地域生活移行の推進、本人・家族の視点にたった支援

の充実と続きます。体制の変化に少し期待していると

ころです。目の前にいる「個人」を基点にして「点」が

「線」になり、チーム支援の中で「面」をつくり、地域

が変わっていく、そんな展開を目指していきたいもの

です。

ほぼ100年前に呉秀三博士は、“わが国十何万の精神

病者は、実にこの病を受けたるの不幸の他に、この国

に生まれたるの不幸を重ぬるものと云うべし。精神病

者の救済と保護は実に人道問題にして、わが国目下の

急務と云わざるべからず”（1918年『精神病者私宅監置

の状況及び其統計的観察』より)との言葉を残していま

す。いわゆる専門職といわれる中でもこの言葉を知っ

ている人も少なくなりましたし、「私宅監置」などとい

う言葉はまったくの死語かもしれません。でも、日々

の業務の中では、100年前とあまり変わらないと思われ

る実態と遭遇することはまだまだそれほど珍しいこと

ではありません。

2004年の改革ビジョンの中では、国民の理解の深化

(「こころのバリアフリー宣言」の普及等を通じて精神

科疾患や精神障害者に対する国民の理解を深めること)

も一つの大きな柱でした。私が仕事を始めた頃、家を

探すのに「精神科の病気です」と開示して、家を探す

ことは到底考えられないような時代でした。そういう

意味では、「地域」は確実に変わってきている、という

のもある意味の実感ではあります。

遠くない将来、呉秀三の時代が本質的に過去のもの

になる日が到来することを願っています。

（2009.12.2韓国・三育大学で）



◆林聖晩会長らが来訪／韓国当事者大会への参加などで話し合い◆

◆韓国釜山・東明大学の教授が育成会を訪問、インターンシップで話し合い◆

・1月　インターンシップによる韓国・三育大学生の受け入れ（約2ヶ月）

・1月　研究センター運営委員会 開催

・2月　センター研究員による韓国・三育大学での特別講義（第5回）

・2月　研究センター運営委員会、ナレッジマネジメント推進委員会 開催

・3月　研究センター運営委員会 開催

・4月　「研究センターNEWS」（第5号）発行

 

◆韓国・三育大学での特別講義を総括◆

 

林会長（右奥）らと今後の日韓交流につ
いて話し合う北原理事長（中央）ら

今後の

　予定

　11月18、19日の両日、韓国釜山にある東明大学社会福祉学科のキム・

ギョジョン教授（学科長）とオ・ヨンラン教授が育成会を訪問し、インター

ンシップ生の受け入れなどについて北原守理事長と懇談した。

　両教授によると、ホームページで育成会の活発な活動や取り組みなどを

知り、インターンシップ生派遣先にふさわしいとして、今回の訪問となっ

たという。同大学社会福祉学科は一学年80人、320人の学生がおり、創設

5年目となる。また、育成会の「八千代工芸舎」が姉妹交流している、釜

山の知的障害者生活施設「天馬再活院」のファン・ソジン院長が同大学で

非常勤講師をしていることもあって、今回の訪問へと結びついた。

　両教授は18日に育成会の本部を訪ね、北原理事長から事業内容や組織、

さらには国際交流を担当している北九州障害福祉研究センターなどについ

て説明を受けた。育成会では既にソウル市の三育大学と交流協定を結んでおり、東明大学とのインターンシップについ

ては、22年度試行的に行うことや日本語ができる学生が条件であることなどが話し合われた。翌19日には各事業所を

訪問した両教授は、ぜひ育成会でインターンシップを実現し、学生に日本の障害福祉について学ばせたいと語っていた。

　韓国障害者福祉施設協会の林聖晩(イム･ソンマン)会長らは12月10日、

育成会本部を訪ね、北原守理事長らと今後の日韓交流について話し合っ

た。これには育成会から韓国・仁川の長峰恵林再活院と姉妹交流している

諸富徳和・北九州ひまわりの里事業所長らが同席した。

　同施設協会では、昨年8月に北九州市で開催された育成会九州大会に林

会長ら65人が参加し、中でも約34人の当事者が同大会の当事者大会で体

験発表を行なうとともに、交流会などにも出席して日韓交流に大きな役割

を果たした。また、その模様がテレビ放送されるなど大きな反響を呼び、

関係者から当事者同士の日韓交流を今後も続けたいとの声が大きくなって

いるという。一方、育成会側でも大会を準備した当事者などから韓国を訪

問し、交流を続けたいとの要望が強く出されていた。

　この日の会談では、林会長から①2010年10月に同施設協会の当事者大会を開催するが、育成会からも当事者、職員、

家族等を参加させてほしい、②2010年2月にソウルで開催する同施設協会の年次大会で、北原理事長に記念講演を願

いたい、との提案があった。これに対し同理事長は、当事者大会には参加する方向で検討したい、記念講演はありが

たくお受けすると答えるとともに、今後は日韓当事者の交流を隔年ごとに相互に開催することを提案し、快諾された。

前列の左がキム・ギョジョン教授、中央
が北原理事長、右がオ・ヨンラン教授

12月21日、「北九州障害福祉研究センター」の運営委員会で韓国・三育大学での特別講義について総括を行った。

この特別講義は育成会と同大学がこの4月に締結した交流協定によるもので、同センターの比舖進研究員、新原淳研

究員、松崎貴之研究員のほか、北九州障害者居住サポートセンター・佐藤みずほ所長の4人が講師を務めた。

この日はそれぞれが講義について自己評価を行うとともに、三育大学の鄭鍾和（チョン・ジョンファ）社会福祉学

部長からのコメントなどを基に総括を行った。自己評価では、韓国の福祉事情などをもっと勉強していくべきだった

などの反省とともに、よい経験となったなどの感想が挙げられた。一方、鄭学部長からは講師へフィードバックする

必要もあったなどのコメントが寄せられたが、全体的にはすべてＡランクに相応するとの評価であった。今後につい

ては、来年、北原守所長が訪韓した際に協議することとしている。




